
承認第３号 

 

   専決処分の承認を求める件 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり加

東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定を専決処分したので、同条第３項の規定

により、承認を求める。 

 

  令和７年６月２日提出 

加東市長 岩 根  正  

 



専決第５号 

 

   加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の専決処分について    

 

 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（令和７

年政令第１１９号）の施行に伴い、加東市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じ

たが、施行期日が迫っており、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め

られるので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決

処分する。 

 

  令和７年３月３１日 

加東市長 岩 根  正  

 



加東市条例第２２号 

 

   加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 加東市国民健康保険税条例（平成１８年加東市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表により、改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改

める。 

改   正   前 改   正   後 

（課税額） 

第２条 〔略〕 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が６５万円を超える場合におい

ては、基礎課税額は、６５万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２４万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額は、２４万円とする。 

４ 〔略〕 

（国民健康保険税の減額） 

（課税額） 

第２条 〔略〕 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が６６万円を超える場合におい

ては、基礎課税額は、６６万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２６万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額は、２６万円とする。 

４ 〔略〕 

（国民健康保険税の減額） 



第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２４万円を超える場合に

は、２４万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７

万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

(1) 〔略〕 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき２９万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 〔略〕 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６６万円を超える場合には、６６万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２６万円を超える場合に

は、２６万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７

万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

(1) 〔略〕 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき３０万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 〔略〕 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給



与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき５４万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア～カ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき５６万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前２号に該当する者を除く。） 

ア～カ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の加東市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年

度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 



   加東市国民健康保険税条例の一部改正（要旨） 
 
１ 改正理由 
  地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（令和

７年政令第１１９号）が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、令和７年度から適

用される改正部分について、所要の改正を行うものである。 
 
２ 改正内容 

(1) 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を６５万円から６６万円に、後期高

齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２４万円から２６万円に改めること。（第２条

及び第２３条関係） 

(2) 国民健康保険税の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する基準について、 

当該額の５割を軽減する基準については、被保険者の数に乗ずる金額を２９万５，００

０円から３０万５，０００円に、２割を軽減する基準については、被保険者の数に乗ず

る金額を５４万５，０００円から５６万円に改めること。（第２３条関係） 

 

３ 市民負担への影響 

  今回の改正により、令和５年の所得に対し令和７年度の税率で国民健康保険税を試算す

ると、基礎課税額分にあっては４７世帯が影響し、１世帯当たり約１万円の増額となり、

後期高齢者支援金等課税額分にあっては５７世帯が影響し、１世帯当たり約１万９，００

０円の増額となる。被保険者均等割額及び世帯別平等割額の５割の軽減にあっては１７世

帯が影響し、１世帯当たり約５万２，０００円の減額となり、２割の軽減にあっては１４

世帯が影響し、１世帯当たり約２万６，０００円の減額となる。 

 

４ 市財政への影響 

 課税限度額の引き上げにより国民健康保険税を試算すると、基礎課税額分にあっては４

７万円、後期高齢者支援金等課税額分にあっては１０９万４，０００円、合計１５６万４，

０００円の増額となる。 

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の５割の軽減にあっては８８万５，０００円、２

割の軽減にあっては３６万８，０００円、合計１２５万３，０００円の減額となる。これ

らの軽減による国民健康保険税の減額分については、県負担金及び一般会計繰入金により

補填される。 

 

５ 施行期日  令和７年４月１日 

 

承認第３号（条例第２２号） 要旨 


